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第１章 独占禁止法の全体像 

第１．独占禁止法の実体規定のイメージ  

１．独占禁止法上の主要な条文 

独占禁止法（以下「独禁法」という。）は、競争に悪影響をもたらす行為を規

制するものである。 

独禁法における代表的な規制は、以下の 4 類型である。 

①私的独占及び不当な取引制限（3 条）

事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

②不公正な取引方法（19 条）

事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

③事業者団体の行為制限（8 条）

事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

（各号略）

④企業結合規制（10 条他）

会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取

引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式

を取得し、又は所有してはならず、（以下略）。

事業者が特定の行為を行うことを規制するものが①及び②であり、事業者団

体という複数の事業者が集まった団体が行う行為を規制するものが③である。 

④は、会社等が、株式取得や会社法上の組織再編行為（合併、分割等）を行う

際にそれが一定競争への悪影響が見込まれる場合に当該行為を禁ずるものであ

る。 

２．事業者の行為の規制 

事業者の行為の規制には、①私的独占及び不当な取引制限及び②不公正な取

引方法に係る規制が存在する。 

①については、競争を実質的に制限する効果を有する行為を規制するもので

あり、②については、公正な競争を阻害する効果（公正競争阻害性と呼ばれる。）

を有する行為を規制するものである。 

ここではさしあたり、①競争を実質的に制限する効果は競争に与える悪影響

が強いもの、②公正競争阻害性は競争に与える悪影響が弱いものであるとイメ

ージしてもらいたい。 

（１）競争を実質的に制限する行為（3 条） 

私的独占及び不当な取引制限の定義は、それぞれ 2 条 5 項及び 2 条 6 項に

その規定がある。 

私 的 独 占：事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通

謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事

業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の

利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限

することをいう（2 条 5 項）。 

不当な取引制限：事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを

問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若し

くは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の
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相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行

することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野にお

ける競争を実質的に制限することをいう（2 条 6 項）。 

いずれの条文も事業者がある行為をすることによって、「公共の利益に反

して、一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合」を規制してい

る。 

この「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」という部分が競

争に対する悪影響を示す部分であり、具体的な内容については各論で触れる

が、ここではひとまず競争に強度の悪影響をもたらす場合とイメージしても

らえれば差し支えない。 

この競争に与える効果に関する要件については、効果要件と呼び、事業者

が行う行為に関する要件を行為要件と呼ぶ。 

（２）不公正な取引方法（19 条） 

不公正な取引方法の定義は、2 条 9 項に規定されており、1 号から 5 号ま

での法定の類型と 2 条 9 項 6 号が「前各号に掲げるもののほか、次のいずれ

かに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、

公正取引委員会が指定するもの」とするように、法の委任を受けて公正取引

委員会（以下「公取委」という。）が指定する類型がある。 

公取委が指定する類型のうち、全ての業種に適用があるものは、一般指定

と呼ばれ、現状、15 個の行為が指定されている。 

不公正な取引方法も、行うべき検討自体は上記の競争を実質的に制限する

行為と同様であり、事業者が特定の行為をした際（行為要件を満たした場合）

に、当該行為が公正競争阻害性（効果要件。競争を実質的に制限する効果よ

りも弱い効果）を有するかを検討することとなる。 

例えば、拘束条件付取引（一般指定 12 項）は条文上以下のように規定され

ているが、「相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を拘

束する条件をつけて、当該相手方と取引すること」の部分が行為要件、「不当

に」の部分が公正競争阻害性を意味する効果要件であると考えられている。 

一般指定１２項 

法第 2 条第 9 項第 4 号又は前項に該当する行為のほか、相手方とその取

引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつ

けて、当該相手方と取引すること。 

 

３．事業者団体の行為規制（8 条）  

一定の目的のもと複数の事業者が集まった事業者団体の行為には、独禁法 8

条が適用される。 

第８条  

 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 

一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 

二 第 6 条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 

三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。 

四 構成事業者（事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。）の

機能又は活動を不当に制限すること。 

五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。 

詳細は各論で取り扱うが、上記の条文から確認できるように、事業者団体が
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行う行為で競争の実質的制限効果を有するもの（1 号）や公正競争阻害性を有

するもの（4 号、「不当に」は、上記同様公正競争阻害性を有するものと同趣旨

のものとしてここでは理解していただいて構わない。）及び不公正な取引方法を

させるようなもの（5 号）を捕捉するものであり、多少事業者団体に独自の部

分は存在するものの、基本方針は上記 1.2 の事業者の行う行為の検討と変わら

ないと考えてよい。 

 

４．企業結合規制  

企業結合規制は、会社等が、株式取得や会社法上の組織再編行為等（合併、

分割等）を行う際に当該行為に一定競争への悪影響が見込まれる場合には当該

行為を禁ずるものである。 

第１０条１項  

会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引

分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得

し、又は所有してはならず、……。 

企業結合規制は、上述のように競争を実質的に制限することにつながりうる

組織再編行為等を規制するものであり、競争を実質的に制限するか否かの要件

の理解があれば、プロパーの論点はそれほど多くはない。 

 

 

第２．独禁法違反が生じた場合のサンクション  

独禁法違反行為があった場合のサンクション等としては、以下の 4 類型が存在

する。 

①排除措置命令 

②課徴金納付命令 

③刑事罰（懲役・罰金） 

④民事救済（損害賠償請求・差止請求） 

①は、公取委が違反行為を排除するために命ずるものであり、当該行為の差止

を求めるようなものが典型である。 

②は、公取委が一定の違反行為を行った場合に課徴金の納付を命ずるものであ

り、実務上も極めて重要である。司法試験でも数回課徴金の計算についての出題

が問われているため、課徴金の対象となる違反行為及び計算方法の概要程度は押

さえておく必要がある。 

③は細かな点が司法試験で出題される可能性は考えにくい。なお、実務上は、

悪質な行為や重大な違反行為に限定して適用される傾向にある。 

④も司法試験で過去に数回出題されているため、独禁法上の損害賠償請求や差

止請求の概要をおさえる必要がある。 

なお、③刑事罰を除く各制度の詳細については、それぞれの各論で詳述する。 
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第２章 経済法の答案作成のコツ 

第１．答案作成の流れ 

独禁法の答案における検討事項は、①行為要件の認定と②効果要件（競争制限

効果）の認定及び③行為の正当化の有無の検討の 3 点である。 

以下では、以下の拘束条件付取引（2 条 9 項 6 号ニ・一般指定 12 項）を例にみ

ていく。 

第１９条 

事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 

 

第２条９項 

この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当す

る行為をいう。 

六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正

な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの 

ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。 

 

一般指定１２項 

法第 2 条第 9 項第 4 号又は前項に該当する行為のほか、相手方とその取引の

相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該

相手方と取引すること。 

 

１．行為要件の認定 

行為要件については、各条文のプロパーの要件の意義を確認したうえであて

はめを行う必要があるが、この点については刑法各論において、各要件の意義

を確認した上で、それにあてはめを行う作業と同様である。各要件の意義や趣

旨をおさえたうえで、的確に論証・あてはめをすることが求められる。 

例えば、拘束条件付取引（一般指定 12 項）では、「事業活動を拘束する条件

をつけて、当該相手方と取引すること」という部分が行為要件になるため、当

該意義を論じた上で、問題文の具体的な事情に従ってあてはめを行うことにな

る。 

 

２．効果要件の認定 

 効果要件については、いずれの違反行為類型も①競争を実質的に制限するも

のか②公正競争を阻害するものかに大別されるため、上記の 2 点についての考

え方の理解ができれば足りる。条文ごとに行為要件は異なるものの、効果要件

は共通するため、効果要件の理解さえできてしまえば、非常に取り組みやすい

科目といえる。 

 具体的には、①及び②の類型のいずれにおいても、基本的には、行為が競争

に対して影響を与える場である市場を画定したうえで、当該市場において行為

が競争に対してどのような影響を与えるのか（競争の実質的制限の有無または

公正競争阻害性の有無）を検討する。１） 

例えば、拘束条件付取引（一般指定 12 項）であれば、「不当に」が公正競争

阻害性を示す要件になるため、「不当に」が公正競争阻害性を示すことに触れた

上で、市場について画定し、当該市場における公正競争阻害性の有無を検討す
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ることになる。 

効果要件については、当該行為が具体的に画定した市場においてどのような

影響を及ぼすのかをケースバイケースで検討しなければならない（イメージと

しては、憲法や行政法に近く一定の概念を記憶しているのみでは対応は難し

い。）ため、現場での思考力が求められる。この点については、教科書等のみで

理解することは難しく、司法試験の過去問で演習をしながら感覚をつかんでい

くことが重要である。 

 

３．正当化の検討 

最後に、答案では正当化の有無を検討することが多い。問題文では事業者か

ら「環境保護のための行為である」、「製品の安全性を確保するための行為であ

る」等との主張があり、このような行為の目的の正当性から例外的に行為が正

当化されないかを検討する場合が多い。 

検討手法については、憲法における目的手段審査とほぼ同様であり、目的の

正当性と手段の相当性（特に、他により競争制限的でない手段が存在しないか。）

を検討する場合がほとんどである。 

 

 

第２．実際の司法試験の問題と答案の流れ 

問題傾向と答案の流れのイメージをもってもらうために、平成 24 年司法試験

第 2 問の問題文と参考答案を掲載する。 

 

（事案） 

X 社は、特殊な植物から抽出した栄養成分を主とする栄養機能食品（注）α

を製造・販売する大手食品メーカーであり、自社製品を甲というブランド名で

販売している。 

α は、近年の健康志向の増大により市場が拡大しているが、独自の製法を必

要とすること、原料である植物の調達が容易ではないことから、α を製造・販

売するメーカーは６社に限定されている。また、価格より品質を優先する消費

者の傾向とあいまって、メーカー間の価格競争はほとんど行われていない。な

お、αの類似品として βがあり、栄養機能食品の対象となる栄養成分は αとほ

とんど異ならないが、当該栄養成分を抽出する植物が異なることから、多くの

消費者にとって βの栄養機能は αよりも大きく劣ると考えられており、仮に α

の価格が大幅に引き上げられたとしても、αに代えて βを購入しようとする消

費者はほとんど存在しない。 

甲は、他社製品に比べて栄養成分の体内吸収率が高いこと、X 社の知名度の

高さ、テレビでの有名タレントを使ったコマーシャルなどから人気商品となっ

ており、その市場占有率は４０％で第１位で、２位以下を大きく引き離してい

る。なお、他社の市場占有率は、A 社１８％、B 社１５％、C 社１１％、D 社

９％、E 社７％である。そして、甲を指名して購入する消費者も少なくないこ

とから、栄養機能食品の販売業者にとっては、これを取りそろえておくことが

不可欠の製品となっている。 

甲の流通経路は、⑴卸売業者を経て、薬事法上の許可を受けた薬局及び店舗

販売業者（以下「薬局・薬店」という。）の店頭で販売されるものが９割以上を

占めているほか、⑵インターネットを通じた販売（以下「ネット販売」という。）
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が新たに登場してきている。⑴に関しては、X 社は、資本・人員・保管設備な

どの良否を勘案して、各都道府県ごとに卸売業者１社を選んで代理店とし、そ

れらの者のみに甲を販売している（以下「代理店卸売業者」という。）。代理店

卸売業者は、各都道府県を担当地域として当該地域内で積極的な販売を行うよ

う義務付けられているが、他の都道府県での販売に特に制約は課されていな

い。⑵に関しては、インターネットのホームページを通じて注文を受け、宅配

業者が配送するもので、無店舗のインターネット販売業者（以下「ネット販売

業者」という。）がこれを手掛けている。その場合、ネット販売業者は、薬局・

薬店相互の間で在庫調整や換金の必要性などから低価格で取引されている甲

を、薬局・薬店から購入してその販売に充てている。ネット販売は、店舗や人

員のコストが節約できることなどから、薬局・薬店の店頭での販売価格に比べ

て５％～１０％ほど安いことが多く、最近、その売上高は増加傾向にある。 

X 社は、当初から、ネット販売業者によるネット販売が、薬局・薬店による

店頭での販売と異なり、ⓐ甲の摂取目安量や摂取方法について、顧客の求めに

応じて説明やアドバイスを行う機会がなく、製品の栄養機能が十分に発揮でき

なくなるおそれがあること、ⓑ甲は、品質保持のため摂氏１５度以下の冷暗所

での保存が必要なところ、その配送や保管における温度管理が不十分となり、

品質が劣化するおそれがあることを理由に、これに消極的な姿勢を採ってき

た。そして、このままネット販売業者によるネット販売が拡大すると、上記ⓐ

ⓑにより甲のブランドイメージが損なわれる危険が大きいと考え、今後はこれ

を行わせないようにするとの方針を決定し、そのために以下のような方策を採

ることを考えている。 

① ネット販売業者に甲が販売されないようにするため、甲を扱っている薬

局・薬店に対し、甲を、専ら一般消費者に対してのみ販売するよう要請す

る。 

② ①の要請を遵守させるため、代理店卸売業者に対し、肉眼では見えない

製品の隠しロット番号を用いた取引先の薬局・薬店の監視を義務付け、同

要請に従わない薬局・薬店には甲を販売しないようにさせる。 

 

〔設問〕 

X 社が実施しようとしている上記①及び②の方策について、独占禁止法上の

問題点を指摘して検討しなさい。 

 

（答案） 

１．X が実施しようとしている方策①、方策②については、拘束条件付取引（独

禁法 2 条 9 項 6 号ニ・一般指定 12 項）に当たり 19 条に反しないか。 

２．「事業者」 

X は、αを製造・販売する大手食品メーカーであるから、「事業者」に該当

する。 

３．「拘束」 

事業活動の「拘束」は、必ずしも契約上の義務として定められていること

を要せず、経済上の不利益を課すこと等によりその実効性が現実に確保され

ていれば足りる。また、拘束の対象となる「相手方」については、直接の取

引先のみならず、間接の取引先も含む。 

（１）方策①について 
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方策①は、X の間接の取引先である甲を取り使う薬局・薬店の販売先の

決定についての事業活動を制限するものである。そして、方策①は契約上

の義務として定められているわけではないものの、薬局・薬店がこれに従

わない場合には、方策②を通じて甲の販売停止が行われることとなる。甲

は人気商品であることから、甲を指名して購入する消費者も少なくなく、

薬局・薬店を含む販売業者にとってはこれを取り扱うことが不可欠である

であることから、甲の販売停止が行われることは薬局・薬店にとって不利

益となり、薬局・薬店は X の要請に従わざるを得ない。 

したがって、方策①は、方策②を通じた甲の販売停止という不利益を課

すことによってその実効性が現実に確保されているといえるから、「拘束」

に当たる。 

（２）方策②について 

方策②は、X の直接の取引先である甲の代理店卸売業者の販売先の決定

についての事業活動を制約するものである。そして、方策②が契約上の義

務として定められているか否かや代理店卸売業者が X の指示に従わなか

った場合のペナルティについては明らかではないものの、X の対応からす

れば、X の指示に従わなかった場合には当該代理店も甲の購入が出来なく

なることが見込まれることは容易に予測できるのであり、代理店卸売業者

も X の指示に従わざるを得ないと考えられる。 

したがって、方策②についても甲の販売停止という不利益を課すことに

よってその実効性が現実に確保されているといえるから、「拘束」に当た

る。 

４．「不当に」 

（１）「不当に」とは公正競争阻害性を意味し、本件のような拘束条件付取引に

おいては自由競争減殺効果（競争の実質的制限に至らない程度の自由競争

の制約）のうちの、価格維持効果が問題になる。そして、本件では、方策

②は方策①の実効性確保手段となっており、両者は同一の目的を達成する

ために行われている一連の行為であるから、効果要件については方策①、

②で一括して判断を行うものとする。 

（２）市場 

自由競争減殺効果を判断する前提として、行為が競争に対して影響を与

える場である市場を画定する必要がある。市場は、需要の代替性を基本に

して、供給の代替性も考慮して、商品や地理的範囲等を判断する。 

本件では、αの類似品として βが存在するところ、栄養成分を抽出する

植物の違いから多くの消費者にとっては、βの栄養機能は αに劣ると考え

られており、α の価格が引き上げられたとしても、α に代えて β を購入す

る者はほとんど存在しないのであるから、αと βとの間には代替性がなく、

商品としては αを画定することができる。 

また、地理的範囲については、特にこれを限定する事情はないので、国

内で画定出来るものと考えられる。 

以上からすれば、本件においては、国内における αの小売販売市場が画

定できるものと考えられる。 

（３）自由競争減殺効果 

まず、方策①、②により、今まで薬局・薬店から甲を仕入れて、安価で

販売していたネット販売業者が甲を仕入れることができなくなることか

経済法速修テキスト 
加藤ゼミナール



9 

ら、甲の中で活発に行われていたネット業者によるブランド内競争は消滅

する。また、甲については、各都道府県ごとに 1 社の代理店を置く代理店

制度がとられ、地域内で積極的な販売を行うことが義務づけられており、

同一地域内の薬局・薬店は同一の代理店卸売業者から甲を仕入れることが

通常であると考えられることから、薬局・薬店間の甲のブランド内価格競

争は活発でないものと考えられる。 

次に、甲の差別化が進んでいることから、X は αの製造販売市場におい

て 40％と大きなシェアを有しており、その他のメーカーとの間のブラン

ド間競争は活発でないし、メーカー間の価格競争も行われていないことか

らすれば、X を除いたメーカー間の競争すら行われていない。また、原料

の調達が容易でないことから新規参入も難しく、新規参入業者との間のブ

ランド間競争が行われることもない。 

以上からすれば、本市場において、中心的に行われていた甲のブランド

内競争が方策①、②により消滅するのであり、他に競争も活発に行われて

いないことからすれば、市場において価格維持効果が生じるものと考えら

れる。 

（４）正当化 

行為を行った目的が正当であり、かつ手段が相当である場合には、例外

的に公正競争阻害性が否定される。 

本件の目的は、a 対面での説明により、商品の栄養機能を十分に発揮す

ること及び、b 甲は品質保持のために冷暗所で保管する必要があるところ、

ネット業者はこれが不十分であるから、販売を停止させ、品質を保持する

ことにより、甲のブランドイメージを保持する点にある。 

しかし、a については、健康増進法に基づいて接種目安量や接種方法に

ついての表示が行われているので、これに加えて対面での説明をしないと

ブランドイメージを損なうのか疑問であり、目的が正当とは言いがたい。

また、手段についてもネット販売業者にも個別にメールや電話等での説明

を義務づければ足りるのであるから、手段としての相当性にも欠ける。 

b についても、ネット販売業者が保管や配送が不十分という事実がない

ため、目的として正当とは言いがたいし、手段についても温度管理を徹底

するよう遵守することをネット販売業者に義務づけることで十分であり、

手段の相当性にも欠ける。 

以上からすれば、ab いずれについても、目的の正当性や手段の相当性は

認められないから、正当化の余地はない。 

５．以上より、方策①・②は拘束条件付取引に当たり 19 条に反する。 

 

 

第３．参考書籍等 

 

１．参考書籍 

本教材は、司法試験の出題傾向に沿った入門的なテキストとして作成してい

る。そのため、独禁法の全分野を網羅的に記載しているものではないことはも

ちろん、記載の正確性より理解のしやすさを優先しあえてファジーな記載をし

ている部分や複数の見解がある場面でも一つの見解にしか触れていない部分、

難しい議論について触れていない部分が多々存在する。 
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したがって、独禁法という科目を本質的かつ正確に理解するためには、本教

材で基本的な理解ができた後に教科書等によりさらに理解を深める必要があ

る。 

講師が薦めるテキストとしては、以下のとおりであるが、独禁法は、令和元

年に改正（令和 2 年 12 月 25 日施行）があり、特に課徴金部分には大きな変更

があったため、テキストを参照する際には改正を反映しているか否かについて

注意が必要である。 

【入門書】 

・「ベーシック経済法 独占禁止法入門」第 5 版（編著：川濵昇他） 

・「LEGAL QUEST 経済法」第 2 版（著：泉水文雄他）＊改正未反映 

【基本書】 

・「独占禁止法」第 4 版（編著：菅久修一） 

・「独占禁止法」第 6 版（編著：金井貴嗣他）＊改正未反映 

・「条文から学ぶ独占禁止法」第 2 版（著：土田和博他）＊改正未反映 

【判例集等】 

 ・経済法判例・審決百選＊改正未反映 

 

２．演習本 

演習については、司法試験の過去問が膨大な量になってきていることから過

去問を検討することで十分と考える。 

余裕があるのであれば、「論点解析経済法」第 2 版（著：川濵昇他）を薦める

（ただし、改正未反映である。）。 

 

３．公取委のガイドライン 

独占禁止法の分野では、他の分野とは異なり、判例等ではなく、公取委の運

用や解釈が規範や条文選択の指針となることも多い。 

したがって、当局の運用を押さえることは極めて重要であり、本教材でもガ

イドラインに基づく記載を採用している部分は非常に多い。 

特に、以下のガイドラインは重要であるので、一読することを強く薦める。 

・流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針（H29.6.16 最終改正） 

 ＊主に不公正な取引方法に関する運用指針 

・企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針（R1.12.17 最終改正） 

 ＊企業結合審査に関する運用指針 
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第３章 各条項に共通の概念 

第１．事業者  

第２条１項 

この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う

者をいう。 

 

１．「事業」の意義  

判例上、独禁法 2 条 1 項の「事業」は、「なんらかの経済的利益の供給に対応

し反対給付を反覆継続して受ける経済活動」をいうものと解されている（下記

事例 1 参照）。 

したがって、上記の定義に当てはまる限り、地方公共団体、学校、公益法人、

社会福祉法人及び宗教法人も「事業者」に該当する。 

通常の私企業であれば、事業者性は問題とはならないが、下記の判例のよう

に地方公共団体が行為の主体となる場合やその他特殊な法人が行為の主体とな

る場合には、この点を論点として論ずる必要が生じる点に留意する必要がある。 

 

２．重要判例  

（事例 1）都営芝浦と畜場事件 

要旨：独占禁止法 2 条 1 項は、事業者とは、商業、工業、金融業その他の事

業を行う者をいうと規定しており、この事業はなんらかの経済的利益の供

給に対応し反対給付を反覆継続して受ける経済活動を指し、その主体の法

的性格は問うところではないから、地方公共団体も、同法の適用除外規定

がない以上、かかる経済活動の主体たる関係において事業者に当たると解

すべきである。 

 

 

第２．市場  

 

１．市場の意義 

市場とは競争が行われる場である。 

ある行為がもつ競争への悪影響の有無を判断するためには、その前提として

影響が生じうる範囲を画定する必要がある。 

競争を実質的に制限するか否かを判断するにあたっては、行為者の市場にお

けるシェアが重要になると考えられているが、そもそも市場を画定しなければ

シェアを判断することはできない（例えば、市場の地理的範囲を北海道とした

場合はシェアが高いが、全国とした場合はほとんどシェアを有していない場合

も考えられ、地理的範囲を確定しなければシェアを画定することはできない。）。 

市場は、私的独占や不当な取引制限では、「一定の取引分野」の要件の中で検

討することとなる。 

他方、不公正な取引方法においては、「一定の取引分野」の要件は存在しない

ものの、公正競争阻害性（自由競争減殺効果）を検討する前提として当然に市

場を画定する必要があると考えられている。 
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２．市場の画定方法  

（１）概要 

市場は、商品、地理的範囲、取引段階（供給者・需要者等）等から画定さ

れる。そして、市場は、需要の代替性を主たる基準として、必要に応じて供

給の代替性も考慮しながら判断される。 

需要の代替性について、企業結合 GL においては、「ある地域において、あ

る事業者が、ある商品を独占して供給しているという仮定の下で、当該独占

事業者が、利潤最大化を図る目的で、小幅ではあるが実質的であり、かつ一

時的ではない価格引上げ 1)をした場合に、当該商品及び地域について、需要

者が当該商品の購入を他の商品又は地域に振り替える程度を考慮する。」とさ

れている（SSNIP テストないし仮定的独占者テストと呼ばれる。）。司法試験

レベルでは、行為者がある一定の商品の価格を引き上げようとした場合に、

需要者が当該商品を別の商品に乗り換えたり（商品に関する需要の代替性）、

別の地域から商品を購入したりするか（地理的範囲に関する需要の代替性）

という観点から検討するものだとイメージするとわかりやすい。 

また、供給の代替性について、企業結合 GL では、「当該商品及び地域につ

いて、小幅ではあるが実質的であり、かつ一時的ではない価格引上げがあっ

た場合に、他の供給者が、多大な追加的費用やリスクを負うことなく、短期

間（1 年以内を目途）のうちに、別の商品又は地域から当該商品に製造・販売

を転換する可能性の程度を考慮する。」ものとされており、他の供給者の行う

行動の観点から需要の代替性と同様の点を判断することになる。 

［論証例］市場の画定方法 

（一定の取引分野の解釈により市場を認定する場合） 

「一定の取引分野」とは、行為が競争に対して影響を与える場である市場

を意味し、需要の代替性を主たる基準として、補助的に供給の代替性を考慮

して、対象商品、地理的範囲、取引段階を画定する。 

 

（公正競争阻害性の解釈の中で市場を認定する場合） 

「不当に」とは、公正競争阻害性を意味し、本件では自由競争減殺効果（競

争の実質的制限に至らない程度の自由競争の制約）が問題になるから、その

認定にあたって、市場を画定する必要がある。 

市場は、需要の代替性を主たる基準として、補助的に供給の代替性を考慮

して、対象商品、地理的範囲、取引段階を画定する。 

（２）具体例 

case1：（商品における需要の代替性） 

X 社は、特殊な植物から抽出した栄養成分を主とする栄養機能食品 α

を製造・販売する大手食品メーカーであり、自社製品を甲というブラン

ド名で販売している。なお、α の類似品として β があり、栄養機能食品

の対象となる栄養成分は αとほとんど異ならないが、当該栄養成分を抽

出する植物が異なることから、多くの消費者にとって β の栄養機能は α

よりも大きく劣ると考えられており、仮に αの価格が大幅に引き上げら

れたとしても、α に代えて β を購入しようとする消費者はほとんど存在

しない。 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年司法試験第 2 問抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1)

  企業結合 GL では、「小幅ではあるが実質的であり、かつ一時的ではない価格引上げ」について、「通常、

引上げの幅については 5％から 10％程度であり、期間については 1 年程度のものを指すが、この数値はあ

くまで目安であり、個々の事案ごとに検討されるものである。」としている。 
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コメント：商品について αと類似する βが存在するため、αと βの需

要の代替性が問題になる。問題文の事情より、α の価格を大

幅に引き上げても需要者は αに代えて βを購入しようとしな

いとあるので、需要の代替性から考えれば、αと βは別商品

ということになり、本件では、α の製造販売市場を画定する

ことができる。 

case2：（商品における供給の代替性） 

甲製品の製造販売分野は、次のような状況にある。甲製品は、4 種類

のグレードに分かれ、それぞれ用途が異なっているが、甲製品の製造販

売業者は、4 種類全てのグレードの甲製品を製造販売しており、設備、

コスト、時間のいずれの面においても、それぞれ異なる種類のグレード

に転換して製造販売することが容易である。 

コメント：甲製品には 4 種類のグレードがあるので、それぞれのグレ

ードごとに市場を画定するか、すべてのグレードを含めた甲

製品全体で市場を画定するかが問題になる。 

各グレードで用途が異なる以上、仮に一部のグレードの価

格が引き上げられたとしても、需要者が他のグレードに商品

を乗り換えることは考えにくいため、各グレード間で需要の

代替性は認められないこととなる。 

他方で、供給の代替性の観点からは、甲製品の製造販売業

者は、4 種類いずれのグレードも製造しており、異なる種類

のグレードへの製造の転換は容易であるから、供給の代替性

が認められることとなる。 

以上からすると、本件では供給の代替性より、すべてのグ

レードを含めた甲製品全体の製造販売市場を画定できるこ

ととなる。 

 

３．論点  

（１）世界市場 

地理的範囲については、日本国内の市場を超えて世界市場が画定される場

合が存在する。 

企業結合 GL によれば、①内外の主要な供給者が世界中の販売地域におい

て実質的に同等の価格で販売しており、②需要者が世界各地の供給者から主

要な購入先を選定しているような場合は、世界市場が画定され得るとされる。 

上記の考え方も需要の代替性という観点から整理することができ、①、②

のいずれの事情も需要者が自国内の製品の価格が上昇した場合に世界で販売

されている製品に商品を切り替えることができる事情と理解できる。 

case3：（世界市場） 

A 社は、電子部品甲（以下「甲」という。）のメーカーである。甲は、電

子機器丙（完成品。以下「丙」という。）に搭載され、他に用途はない。甲

のメーカーは、甲を製造して丙のメーカーに販売している。 

甲のメーカーは、世界中に点在しており、その需要者である丙のメーカ

ーも世界中に点在している。 

丙のメーカーが、特に自国の甲のメーカーのみから甲を購入する傾向は

ない。むしろ、丙のメーカーは、国を問わず複数の甲のメーカーから甲を
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購入するのが通常である。 

甲の販売価格に占める輸送費用の割合は数パーセント程度である。甲に

関税を課す国は現時点では存在しない。また、甲の販売価格が、国によっ

て大きく異なるという傾向はない。 

コメント：甲メーカー及び丙メーカーともに世界中に点在しているため、

世界市場が画定できないかが問題になる。 

上記の企業結合 GL の要件から考えると、甲の販売価格が国

によって大きく異なる傾向はないとのことであるから、①内外

の主要な供給者が世界中の販売地域において実質的に同等の価

格で販売している場合にあたる。 

また、丙のメーカーが、特に自国の甲のメーカーのみから甲

を購入する傾向はないとの事情も存在するため、②需要者が世

界各地の供給者から主要な購入先を選定しているような場合に

も該当し、世界市場を画定することができる場合と考えられる。 

さらに、需要の代替性から考えても、上記の①、②の要件を

満たすような場合には、需要者は自国内の商品の価格が引き上

げられれば、他国の商品を購入するといえるから、地理的範囲

は国内を超えて世界と認められる。 

（２）プラットフォームに関する市場 

企業結合 GL によれば、「第三者にサービスの「場」を提供し、そこに異な

る複数の需要者層が存在する多面市場を形成するプラットフォームの場合、

基本的に、それぞれの需要者層ごとに一定の取引分野を画定」することとさ

れている。 

例えば、ホテル仲介サイトに関する取引を考えると、取引を行う需要者層

としては、ホテル運営事業者を供給者として宿泊サービスを受ける需要者層

（一般ユーザー）と仲介サイト運営業者を供給者としてサイト利用サービス

を受ける需要者層（ホテル運営事業者）の 2 つの需要者層が考えられるため

それぞれの需要者層ごとに市場を画定する必要が生じる。 

また、流通 GL によれば、このようなプラットフォーム事業者が関連する

市場においては、「プラットフォーム事業者間の競争の状況や、ネットワーク

効果等を踏まえたプラットフォーム事業者の市場における地位等を考慮する

必要がある。」とされている。 

流通 GL によれば、ネットワーク効果には直接的な効果と間接的な効果が

ある。直接的なネットワーク効果が働いている場合とは、「あるプラットフォ

ームの利用者の便益・効用が、当該利用者と同一の利用者グループに属する

利用者の増加によって向上するような場合」がこれにあたるものとされてい

る。 

また、間接的なネットワーク効果が働いている場合とは、「プラットフォー

ム事業者を介して取引を行う二つの利用者グループ間において、一方の利用

者グループに属する利用者が増加するほど、他方の利用者グループに属する

利用者にとって当該プラットフォーム事業者を介して取引を行うことの便

益・効用が向上するような場合」がこれにあたるものとされている。 
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第３．行為の正当化  

 

１．総論  

既に述べたように、競争を実質的に制限する効果が問題になる類型及び公正

競争阻害性が問題になる類型のいずれにおいても、消費者の安全・環境の保護

等の社会公共的利益を保護するために反競争行為が正当化されないかを検討す

べき場合が多い。 

規範としては、目的の正当性と手段の相当性（特に、他により競争制限的で

ない手段が存在しないか。）から検討することなる。 

行為の正当化は、私的独占（2 条 5 項）や不当な取引制限（2 条 6 項）では、

事例 1 のように「公共の利益に反して」の文言の解釈・あてはめの中で検討さ

れる（すわなち、正当化が認められる場合には、「公共の利益に反して」の要件

を満たさないものと考える。）。 

他方、そのような明確な要件が存在しない公正競争阻害性が問題となる類型

については、事例 2 のように公正競争阻害性の要件の検討の中で正当化の有無

を検討することになる（すわなち、正当化が認められない場合には、公正競争

阻害性が否定されるものと考える。）。 

注意が必要なのは、目的の正当性については、下記の事例 1 からわかるよう

に一般消費者の利益の確保という独禁法 1 条の究極目的に照らして判断される

のであり、事業者の経営上の合理性または必要性等の点から判断されるもので

はないという点である（事例 3 参照）。この点、中小小売業者の存続を図るため

という点や特定産業の保護という点は、一般消費者の利益の確保という観点か

ら考えたときには、正当化に関する事情とは認められないとした事例 4 が存在

する。 

なお、安全性の確保については、当然に一般消費者の利益に資するものと判

断したものとして事例 5 が存在する。 

 

２．重要判例・審決  

（事例 1）石油価格協定刑事事件  

要旨：…独禁法の立法の趣旨・目的及びその改正の経過などに照らすと、同

法 2 条 6 項にいう「公共の利益に反して」とは、原則としては同法の直接

の保護法益である自由競争経済秩序に反することを指すが、現に行われた

行為が形式的に右に該当する場合であつても、右法益と当該行為によつて

守られる利益とを比較衡量して、「一般消費者の利益を確保するとともに、

国民経済の民主的で健全な発達を促進する」という同法の究極の目的（同

法 1 条参照）に実質的に反しないと認められる例外的な場合を右規定にい

う「不当な取引制限」行為から除外する趣旨と解すべきであり、これと同

旨の原判断は、正当として是認することができる。 

（事例 2）ソニー・コンピュータエンタテインメント事件  

要旨：前記のとおり、横流し禁止行為は、販売業者の取引先の選択を制限し、

販売段階での競争制限に結び付きやすいものであり、それにより当該商品

の価格が維持されるおそれがあると認められる場合には、原則として一般

指定第 13 項の拘束条件付取引に該当するのであるが、例外的に、当該行為

の目的や当該目的を達成する手段としての必要性・合理性の有無・程度等

からみて、当該行為が公正な競争秩序に悪影響を及ぼすおそれがあるとは

A 
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最判 S59.2.24・百 5 
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審判審決 H13.8.1・百 70 
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いえない特段の事情が認められるときには、その公正競争阻害性はないも

のと判断すべきである。２） 

（事例 3）第 1 次育児用粉ミルク（和光堂）事件  

要旨：案ずるに、法が不公正な取引方法を禁止した趣旨は、公正な競争秩序

を維持することにあるから、法 2 条 7 項 4 号の「不当に」とは、かかる法

の趣旨に照らして判断すべきものであり、また、右 4 号の規定を具体化し

た一般指定 8 は、拘束条件付取引が相手方の事業活動における競争を阻害

することとなる点に右の不当性を認め、具体的な場合に右の不当性がない

ものを除外する趣旨で「正当な理由がないのに」との限定を付したものと

解すべきである。したがつて、右の「正当な理由」とは、専ら公正な競争秩

序維持の見地からみた観念であつて、当該拘束条件か相手方の事業活動に

おける自由な競争を阻害するおそれがないことをいうものであり、単に通

常の意味において正当のごとくみえる場合すなわち競争秩序の維持とは直

接関係のない事業経営上又は取引上の観点等からみて合理性ないし必要性

があるにすぎない場合などは、ここにいう「正当な理由」があるとするこ

とはできないのである。３） 

（事例 4）ハマナカ毛糸事件 

要旨：原告の主張する目的のうち、中小小売業者の生き残りを図るという部

分は、中小小売業者が自由な価格競争をしないことで生き残りを図るとい

うのであるから、公正かつ自由な競争秩序維持の見地からみて正当性がな

いことは明らかであり、国民経済の民主的で健全な発展の促進という独占

禁止法の目的に沿うともいえない。また、原告の主張する目的のうち、産

業としての、文化としての手芸手編み業を維持するという部分は、一般的

にみて保護に値する価値とはいえるものの、それが一般消費者の利益を確

保するという独占禁止法の目的と直接関係するとはいえない上、同法２３

条の指定も受けていない商品について、上記の目的達成のために相手方の

事業活動における自由な競争を阻害することが明らかな本件行為という手

段を採ることが、必要かつ相当であるとはいえない。よって、本件行為に

一般指定 12 項の正当な理由があるとはいえない。 

（事例 5）東芝昇降機サービス事件 

要旨：……商品の安全性の確保は、直接の競争の要因とはその性格を異にす

るけれども、これが一般消費者の利益に資するものであることはいうまで

もなく、広い意味での公益に係わるものというべきである。したがって、

当該取引方法が安全性の確保のため必要であるか否かは、右の取引方法が

「不当に」なされたかどうかを判断するに当たり、考慮すべき原因の一つ

である。 
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最判 S50.7.10・百 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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大阪高判 H5.7.30・百 64 解説・4 参

照 

 

 

 

 

 

  

 
２） 要旨における一般指定 13 項は、平成 21 年改正前の旧一般指定（昭和 57 年一般指定）に基づく条項で

あり、現在の拘束条件付取引の条項は一般指定 12 項である。 

 
３） 要旨における一般指定 8 は、昭和 57 年改正前の一般指定に基づく条項である。 
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